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日
韓
間
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
米
軍
使
用
の
廃
止
時
期
等
に
対
す
る
政
府
答
弁
に
疑
義
が
あ
る
た
め
次
の
点
を
質
問

す
る
。 

一 

日
韓
間
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
第
三
区
間
に
お
い
て
昭
和
三
十
八
年
五
月
二
十
五
日
、
同
二
十
六
日
第
一
ル
ー 

ト
、
第
二
ル
ー
ト
に
そ
れ
ぞ
れ
障
害
が
発
生
し
不
通
に
な
つ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
障
害
が
発
生
し
た
の
は

正
確
に
は
第
一
、
第
二
ル
ー
ト
そ
れ
ぞ
れ
何
日
の
何
時
か
ら
か
。 

二 

昭
和
四
十
三
年
四
月
四
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
、
稲
葉
委
員
の
質
問
に
対
し
て
、
柏
木
輝
彦
政
府
委
員

は
「
昭
和
三
十
八
年
八
月
ま
で
米
軍
が
使
用
し
て
い
た
」
、「
八
月
以
降
使
用
を
廃
止
し
て
お
り
ま
す
」
ま
た
「
現

在
は
用
途
を
廃
止
し
た
ま
ま
に
な
つ
て
い
ま
す
」
と
答
弁
し
て
い
る
。 

 
昭
和
三
十
八
年
五
月
二
十
六
日
以
降
、
同
年
八
月
ま
で
は
本
件
海
底
ケ
ー
ブ
ル
は
不
通
で
は
な
か
つ
た 

日
韓
間
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
米
軍
使
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

四 

ま
た
「
八
月
に
使
用
を
廃
止
し
、
現
在
は
用
途
を
廃
止
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
ど
う
い
う
こ
と
か
具
体
的

に
説
明
さ
れ
た
い
。 

五 

通
信
が
不
通
に
な
つ
て
使
用
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
軍
が
通
信
に
八
月
ま
で
使
用
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
は
、
米
軍
が
使
用
で
き
る
契
約
が
あ
つ
た
の
か
。
ま
た
は
、
そ
の
ほ
か
に
な
ん
ら
か
の
権
限
が
あ
つ
た

の
か
。 

三 

前
記
政
府
答
弁
に
よ
れ
ば
、
同
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
八
月
ま
で
も
米
軍
が
使
用
し
て
い
た
こ
と
に
な
る 

が
、
本
件
ケ
ー
ブ
ル
が
不
通
で
あ
れ
ば
使
用
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

六 

八
月
以
降
、
米
軍
の
使
用
廃
止
と
な
つ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
経
過
と
根
拠
に
よ
る
も
の
か
具
体
的
に
答
弁

さ
れ
た
い
。 

の
か
。 

し
か
る
に
「
八
月
ま
で
使
用
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。 

四 

 



 

 

五 

七 
米
軍
の
本
件
ケ
ー
ブ
ル
の
使
用
料
は
、
昭
和
三
十
八
年
八
月
ま
で
納
入
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
五
月

ま
で
な
の
か
。 

八 

昭
和
二
十
八
年
以
降
、
米
軍
の
本
件
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
使
用
料
の
総
額
は
い
く
ら
か
。 

九 

前
項
の
使
用
料
は
ど
の
よ
う
に
保
管
さ
れ
て
い
る
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 


